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1．はじめに

2012（平成 24）年 10 月 1 日付で，国立大学
法人大阪大学に大阪大学アーカイブズが設置さ
れた。その前年の 2011 年 4 月 1 日には，公文
書等の管理に関する法律（平成 21 年法律第 66
号，以下「公文書管理法」と略記）が施行され
たが，国立大学法人もこの法律の対象であり，
国立大学における文書管理やアーカイブズのあ
り方も大きく変わることになった。大阪大学に
おけるアーカイブズ設置も，この法律の影響を
受けることになった。こうした状況下におい
て，改めてこれまでの国立大学アーカイブズの
設置状況を振り返り，大阪大学の取り組みに即
して，今後の国立大学アーカイブズ設置に向け
てなんらかの提言を行うことにも一定の意義は
あるであろう。
さて，公文書管理法に対応して設置された
アーカイブズは，親組織の作成・収受した公文
書の移管を受け，整理，保存，公開することを
中核とするのであるが，欧米ではそのような
アーカイブズを「機関アーカイブズ」という。
アメリカ・アーキビスト協会の用語集による
と「機関アーカイブズ」とは「親機関によって
作成ないし受理された記録を保管する場」であ
り，一方，「親機関ではなく個人，家族，組織
から資料を収集して保管する場」を「収集アー
カイブズ」という 1。アーカイブズにはこのよう

† 大阪大学アーカイブズ准教授
1 古賀崇「日米のアクセスを比較して」小川千代子・
小出いずみ編『アーカイブへのアクセス―日本の経

に 2側面があるのだが，本稿では公文書管理法
との関係から「機関アーカイブズ」を重視す
る。
なお，本稿では，公文書管理法を踏まえて大
阪大学に即して大学アーカイブズ設置を考える
ため，考察の対象を公文書管理法の対象機関と
なる国立大学に限定する。

2．これまでの国立大学アーカイブズ

これからの国立大学アーカイブズ設置を考え
るにあたって，まず，これまでの国立大学アー
カイブズのあゆみを振り返っておこう。日本に
おける大学アーカイブズのあゆみについては，
桑尾光太郎・谷本宗生の優れた論考がある 2。本
章では，桑尾・谷本の論考を参考にしつつ，国
立大学アーカイブズ設置のために作成された文
章をてがかりに，その設置の契機について改め
て振り返ることにする。

2．1　大学史編纂と資料保存
日本における最初の国立大学アーカイブズ
は，東北大学記念資料室である。東北大学で
は，1955 年より五十年史の編纂が開始され，
1960 年に『東北大学五十年史』上下 2巻を刊

験，アメリカの経験―』日外アソシエーツ，2008 年。
2 桑尾光太郎・谷本宗生「大学アーカイブズのあゆ
み」全国大学史資料協議会編『日本の大学アーカイ
ブズ』京都大学学術出版会，2005 年。清水善仁「大
学アーカイブズの可能性―京都大学大学文書館での
経験から―」（京都図書館情報学学習会レジュメ，
2010 年 11 月 18 日，http://kyotolibrarian.web.fc2 .com/
shiryou/178 .pdf）も参考になる。

国立大学アーカイブズ設置への道
― 大阪大学に即して考える ―
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行した。その後 1963 年に，編纂資料を保存し
利用に供するための施設として「東北大学記念
資料室」が設置された。同室は発足当初から英
訳名を“TOHOKU UNIVERSITY ARCHIVES”と
し，ユニバーシティ・アーカイブズを名乗って
いたが，日本でユニバーシティ・アーカイブズ
を名乗ったのは，同室が最初のようである。日
本における国立大学アーカイブズは，大学史編
纂を契機に発足したのであった。
その後の国立大学アーカイブズも，大学史
編纂を契機として設置されることには変わり
なかった。1980 年代を代表する大学沿革史は，
『東京大学百年史』（全 10 巻，1984～1987 年）
であろう。この編纂事業では，過去の五十年
史編纂後に資料が散逸したことを教訓に，「史
料の散逸を防ぎ，大学の公文書に学術的な意
義を認め，それらの保存と利用を図っていく
ことが，編纂事業と並行して考えられていっ
た」 3。そのため，1981・1982 年には学内共同研
究「東京大学関係諸資料の保存と利用に関する
予備的研究」グループを組織し，東京大学の大
学文書の概要調査と国内外の大学アーカイブ
ズ・ミュージアムの活動状況調査を行い，1983
年に報告書『東京大学関係諸資料の保存と利
用に関する予備的研究』（以下，『東大予備的
研究』と略記。この報告書の一部は，『東京大
学史紀要』第 5号（1986 年）にも掲載されて
いる。）を刊行した。また，『東京大学史紀要』
第 4号（1983 年）では，「特集・大学アーカイ
ヴズ」を組み，寺﨑昌男「大学アーカイヴズ
（archives）とはなにか」 4 をはじめ 3本の論文を
掲載している。
この『東大予備的研究』と寺﨑論文は，以後
の大学アーカイブズに大きな影響を与えること

3 中野実「大学史編纂と史料の活性化―東京大学史史
料室の紹介―」『野間教育研究所紀要　第 45 集　大
学史編纂と大学アーカイヴズ』野間教育研究所，
2003 年，初出 1989 年。

4 寺﨑昌男・別府昭郎・中野実編『大学史をつくる―
沿革史編纂必携―』東信堂，1999 年に再録。

になった。『東大予備的研究』の提言の一節を
以下にみておこう。
一　東京大学内に大学文書館を設置するこ
と
趣旨：東京大学に蓄積された多くの資・史
料，沿革文書，遺品さらには学内外で今後
蓄積ないし発掘される資料に学術的価値を
認め，それらの系統的な収集・保存を行う
とともに，大学運営関係文書の公開に寄与
する。
所属：大学文書館は特定部局に所属せず，
学内共同利用センターとすることが望まし
い。
二　大学文書館の機能と役割
機能：文書の整理・保存及び目録作成のほ
か，適当な文書の公開・閲覧等を行う。
また，将来の年史編纂を準備する。
役割：大学運営，行政等に対して基礎資料
を提供し，また諸外国の大学文書館とおな
じく，ひろく日本の政治史，経済史，教育
史，学問史，科学技術史などの歴史的研究
に不可欠の資料を提供する。

欧米，特に米国の大学アーカイブズ調査の成果
で，「大学運営関係文書の公開」，「大学運営，
行政等に対して基礎資料を提供」という「機関
アーカイブズ」としての機能への着目もみられ
るが，「ひろく日本の政治史，経済史，教育史，
学問史，科学技術史などの歴史的研究に不可欠
の資料を提供する」と，大学アーカイブズの意
義を歴史研究のための資料提供に求めているの
が特徴である。歴史研究のための大学アーカイ
ブズという考えは，寺﨑論文でも顕著に主張さ
れている。大学史編纂に中心的に関わるのは教
育史や日本近現代史をはじめとする歴史研究者
であるが，東京大学での大学アーカイブズ論
は，これら歴史研究者による歴史研究のための
要望を中心とするものであった。
こうした調査研究の成果によって，1987 年
に東京大学史史料室が設置されたのであるが，
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同室もまた，大学史編纂資料の保存を主たる業
務とするアーカイブズであった。
なお，1987 年には公文書館法が制定された
が，同法が国立大学アーカイブズ設置に影響を
与えることはなかった。また，1985 年に『大
阪大学五十年史』編纂を完了した大阪大学で
は，東京大学の研究成果も参考に編纂完了後の
資料保存機関の設置を大学当局に働きかけた
が，実現することはできなかった。
1990 年代には，『九州大学七十五年史』の編
纂完了を受けて九州大学大学史料室が 1992 年
に，『名古屋大学五十年史』の編纂完了を受け
て名古屋大学史資料室が 1996 年に設置された。
旧帝大においては，大学史編纂完了後の資料保
存機関として大学アーカイブズを設置する流れ
ができてきたといえるであろう。
この流れのなかで，九州大学大学史料室設置
にあたっての基本文献となった『九州大学史料
の収集・保存について―九州大学史料室設置の
提言―』（九州大学 75 年史編集小委員会，1991
年，以下『九大提言』と略記）が注目される。
それは，『東大予備的研究』が歴史研究との関
係で大学アーカイブズを理解していたのに対
し，「大学アーカイブズの必要性を歴史研究以
外のところから本来は求めなければいけない」
として，大学の自己確認・自己評価の具体的な
場を大学自身が持つことと大学の管理・運営を
援助するための情報サービスに大学アーカイブ
ズの設置目的を求めたことである。『九大提言』
は，情報公開に触れていないという時代的制約
を持つものの，現在においても極めて有効な議
論であり 5，その後の大学アーカイブズ設置に与
えた影響は大きい。
1986 年にはマイケル・ローパーが来日し，

記録管理とライフサイクル論についての講演を
行い，日本のアーカイブズ関係者に大きな影響

5 折田悦郎「国立大学におけるアーカイブの設置とそ
の機能」『京都大学大学文書館紀要』第 1号，2002
年。

を与えた 6。この記録のライフサイクル論を受け
て，以後，日本のアーカイブズ論は新展開をと
げるのであるが，大学アーカイブズについて
も，大学史編纂と資料保存は全く異なる業務で
あり，記録のライフサイクル論に基づく記録管
理と大学アーカイブズとの連動を重視する小川
千代子の論文 7 が公表されていた。そして，自
己評価との関係についても，寺﨑昌男の論文 8

が発表されていた。『東大予備的研究』と『九
大提言』との間にはこれらの研究の進展があっ
たのであり，いち早くその成果を取り入れた
『九大提言』は，その後の国立大学アーカイブ
ズ設置にあたっての理論的裏づけをなすものと
なった。

2．2　�情報公開法―「機関アーカイブズ」へ
の指向―

行政機関の保有する情報の公開に関する法
律（平成 11 年法律第 42 号，いわゆる「情報公
開法」）が 2001 年 4 月に施行された。当時国の
機関であった国立大学の行政文書 9 も情報公開
の対象となり，現用文書の厳密な管理が義務づ
けられた。こうして現用文書が公開の対象にな
ると，保存期間が満了した行政文書の取り扱い
が問題となる。保存期間が満了したからといっ
てすべての文書を廃棄していいのか，歴史的・
学術的な価値の高い文書は保存・公開しなけれ
ばならないのではないか。その受け皿としての
大学アーカイブズの必要性が生じてくる。こう
して，情報公開法は大学アーカイブズに「機関

6 ICA Mission 受入委員会編『記録管理と文書館―第 1
回文書館振興国際会議報告集―』全国歴史資料保存
利用機関連絡協議会，1987 年。

7 小川千代子「記録管理と史料保存―大学の文書館
―」地方史研究協議会編『地方史の新視点』雄山閣，
1988 年。

8 寺﨑昌男「沿革史と大学の自己評価」『IDE』284 号，
1987 年。

9 2004 年に国立大学法人化されてからは法人文書。適
用される法律も独立行政法人等の保有する情報の公
開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）に代わっ
たが，本稿では「情報公開法」で統一する。
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アーカイブズ」としての新しい意義を与えるこ
とになった。
このような新しい大学アーカイブズを実現さ
せたのは京都大学である。同大学では，情報公
開への対応を検討するなかから，「大学公文書
館（仮称）」を設置することが提起された。そ
れと同じ時期に（それに先行して），同大学で
は『京都大学百年史』の編纂がなされており，
大学史編纂後の資料保存も課題であった。この
情報公開法と『京都大学百年史』編纂を契機と
して，2000 年 11 月に京都大学大学文書館が設
置された。百年史編集委員会が総長に提出した
文書「本学の歴史に関する史料の収集・保存・
公開について（要望）」は，『東大予備的研究』
や『九大提言』等の先行大学の成果を受け継ぎ
つつも，「情報公開」や「説明責任」といった
新しい意義を大学アーカイブズに付与した。
京都大学大学文書館の最大の特徴は，記録の
ライフサイクルのなかに大学アーカイブズが
位置づけられたことにある。「京都大学におけ
る行政文書の管理に関する規程」第 9条には，
「保存期間（延長された場合にあっては，延長
後の保存期間とする）が満了した行政文書は，
京都大学大学文書館に移管するものとする。」
とあった。すべての非現用文書の大学文書館へ
の移管を義務づけ，大学文書館で評価選別，廃
棄，整理，保存，公開等を一元的に行うことに
なったのである。このことをもって，同館の西
山伸は自ら「日本で最初の本格的な大学アーカ
イブズ」と評している 10。
こうして京都大学大学文書館の設置によっ
て，「機関アーカイブズ」の機能を全うできる
大学アーカイブズが登場した。「機関アーカイ
ブズ」の必要性はすでに『九大提言』にもみら

10 以上の京都大学に関する記述は，西山伸「京都大学
大学文書館―設置・現状・課題―」『研究叢書第 3号　
大学アーカイヴズの設立と運営―2001 年度総会およ
び全国研究会の記録　於・神奈川大学―』全国大学
史資料協議会，2002 年，による。

れるが 11，それを実現するには情報公開法とい
う法律の後押しが必要であった。法律に影響さ
れるのは，行政機関であった国立大学の性格上
当然のことかもしれないが，情報公開法は大学
アーカイブズの設置を義務づけてはいない。こ
の意味において，情報公開法の精神をよく理解
して，「機関アーカイブズ」としての大学文書
館を設置した京都大学の見識を高く評価した
い。
この情報公開法へ対応するために「機関アー
カイブズ」としての機能を持つという動きは，
既存の大学アーカイブズにも波及し，組織の改
組が進んだ。東北大学記念資料室は 2000 年 4
月に東北大学史料館に，名古屋大学史資料室は
2001 年 4 月に名古屋大学大学史資料室に，さ
らに 2004 年 4 月に名古屋大学大学文書資料室
に改組されたが，これらは情報公開法への対応
という流れのなかに位置づけられる 12。
名古屋大学大学文書資料室が誕生した 2004
年 4 月は，国立大学が法人化されたときでも
あった。これと同時に，広島大学文書館が設置
されている。旧帝国大学以外ではじめての大学
アーカイブズである。広島大学文書館は，『広
島大学五十年史』編纂事業と並行して設置され
た。編纂完了後の資料保存機関として設置され
たわけではない。しかし，文書館設置にとって
大学史編纂はやはり大きな要因であった。そし
て同館設置にあたっても，情報公開法への対応
は大きな要因であった。また，同大学では初代
学長である森戸辰男の関係文書整理事業を行っ
ていたが，これは大学の理念・個性を示すもの

11 本稿では論述できなかったが，東北大学記念資料室
設置にあたっても「機関アーカイブズ」機能の必要
性は意識されていたようである。さしあたり，「東北
大学資料館」全国大学史資料協議会編『日本の大学
アーカイヴズ』京都大学学術出版会，2005 年，原田
隆吉「東北大学記念資料室の発足」『原田隆吉図書館
学論集』雄松堂，1996 年，初出 1986 年，参照。

12 ただし，東北大学・名古屋大学では，京都大学のよ
うにすべての非現用文書の移管が義務づけられては
いなかった。
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ともなった。その時に訪れたのが法人化で，国
立大学法人化されたことが文書館設置の前提と
もなった。情報公開の流れのなかで，大学固有
のさまざまな要因が重なって文書館が設置され
たのであった。
2005 年 4 月には九州大学大学史料室が九州
大学大学文書館に改組され，同年 5月には北海
道大学大学文書館が設置されたが，これらも一
連の情報公開法対応の流れに位置づけられる。
そして，北海道大学大学文書館設置にあたって
は，やはり『北海道大学百二十五年史』という
大学史編纂事業が契機となっていた。

2．3　 公文書管理法―「機関アーカイブズ」
としての大学アーカイブズ―

公文書管理法が 2009 年 7 月に公布され，
2011 年 4 月に施行された。この間の 2010 年 4
月には，神戸大学附属図書館大学文書史料室が
設置された。同室は『神戸大学百年史』編纂事
業を直接の前提としているが，それに加え，来
るべき公文書管理法施行も視野に入れていた。
公文書管理法が施行された 2011 年 4 月には，
東北大学学術資源公開センター史料館公文書
室，名古屋大学大学文書資料室，京都大学大学
文書館，神戸大学附属図書館大学文書史料室，
広島大学文書館，九州大学大学文書館の 6施設
が，「国立公文書館等」として内閣総理大臣の
指定を受けた。これらはいずれも保存期間が満
了した法人文書のうち歴史資料として重要な文
書の移管を受け，整理・保存・公開することを
中核業務とする「機関アーカイブズ」である。
公文書管理法施行により，国立大学アーカイブ
ズは「国立公文書館等」としての指定を受けな
ければならなくなった。
公文書管理法に基づいて「国立公文書館等」
として指定を受けたのはわずか 6施設にとどま
る。これは「特定歴史公文書等の保存，利用及
び廃棄に関するガイドライン」で定められてい
る「国立公文書館等」の要件のハードルがあま

りに高いためである。公文書管理法によって，
その対象機関である国立大学が大学アーカイブ
ズを設置することは，かえって困難になってし
まったのである 13。

2．4　小括
これまでみてきた国立大学アーカイブズのあ
ゆみから，特徴的な事柄をまとめておこう。ま
ず指摘できるのは，すべての国立大学アーカイ
ブズが大学史編纂事業を契機としていることで
ある。大学史編纂完了後の資料保存機関とし
て，日本の国立大学アーカイブズは発足した。
そして，自治体アーカイブズ設置に大きな役割
を果たした公文書館法は，国立大学アーカイブ
ズ設置にあたってはなんら影響していない。
国立大学アーカイブズのあり方に大きな転換
をもたらしたのは，情報公開法である。この法
律により国立大学アーカイブズは，行政（法
人）文書の移管・整理・保存・公開を中心業務
とする「機関アーカイブズ」へと性格転換をと
げる。各大学で大学アーカイブズの新設・改組
がみられ，大学アーカイブズは一見活況を呈し
たかのようにもみえたが，それは旧帝大を中心
とする一部の大規模大学に止まるものであっ
た。1999 年は新制大学発足 50 周年にあたり多
くの地方国立大学で年史編纂が行われたが 14，
それが大学アーカイブズに結びついたのは広島
大学のみである。大学史編纂によっても，情報
公開法によっても，国立大学一般に大学アーカ
イブズが設置されることにはならなかったので
ある。
公文書管理法により，国立大学アーカイブズ
は「機関アーカイブズ」であることが必須と
なった。しかし，特定歴史公文書等の保存，利

13 西山伸「公文書管理法の問題点―国立大学法人の立
場から―」『日本史研究』第 592 号，2011 年，菅真
城「公文書管理法への国立大学法人の対応と課題」
『レコード・マネジメント』No.61，2011 年。

14 学校沿革史研究会『野間教育研究所紀要　第 47 号　
学校沿革史の研究　総説』野間教育研究所，2008 年。
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用及び廃棄に関するガイドラインのハードルの
高さから，国立大学が大学アーカイブズを設置
することはかえって困難になってしまった。
今後国立大学が大学アーカイブズを設置する
にはどうすればよいのだろうか。次章以下では
大学史編纂を契機としない大学アーカイブズを
設置した大阪大学の事例を紹介しつつ，この問
いに答えていきたい。

3．大阪大学アーカイブズの設置経緯

本稿冒頭で述べたように，大阪大学では，
2012 年 10 月にアーカイブズを設置した。2008
年 6 月までの動向についてはすでに報告したこ
とがあるが 15，本章ではそれ以降の動きについ
ても紹介し，その特徴を提示したい。

3．1　五十年史編纂事業
国立大学アーカイブズはすべて大学史編纂を
契機として設置されてきたことは前章で述べた
が，大阪大学においても大学史編纂はなされて
きた。1979～1985 年に編纂された『大阪大学
五十年史』がそれである。編纂関係者は，編纂
完了後の資料保存施設設置を望んだが実現する
ことはできなかった。編纂に用いた資料は，附
属図書館で保管されることになった。大阪大学
においては，大学史編纂から大学アーカイブズ
へという道を歩むことはできなかったのであ
る。

3．2　アーカイブズ設置への動き
大阪大学におけるアーカイブズ設置の動きの
発端は，国立大学法人化を直前に控えた 2003
年度末である。かねてから大阪大学に文書館な
いし大学史編纂室が設置されていないことを憂
慮していた数名の教員等の要望を受けて，阿部

15 菅真城「ポスト年史編纂でない大学アーカイブズの
設立―大阪大学文書館スタートのために―」『記録と
史料』第 19 号，2009 年。

武司経済学研究科教授（専門は日本経済史・経
営史）が窓口となって，大阪大学当局に文書館
設置の必要性を説明したことに始まる。当時す
でに情報公開法が施行されていたこと，国立総
合大学では文書館の設置が増えていたことなど
からみて，大学史編纂室ではなく文書館の設置
が必要であるという阿部の主張には，幸いにも
大阪大学当局からは理解がすぐに得られ，2005
年 1 月に大阪大学総合計画室の下に文書館（仮
称）設置検討ワーキングを設けることになっ
た 16。
前章で述べたように，情報公開法を契機とし
て，京都大学大学文書館をはじめとして，旧帝
大を中心とする一部の大規模大学において，行
政（法人）文書の移管・保存・公開を業務の中
核とする大学アーカイブズの設置・改組が進ん
でいたが，大阪大学におけるアーカイブズ設置
の動きも，その一連の流れに位置づけられる。
また，これは大阪大学のみの固有事情ではある
が，旧帝大で大学アーカイブズが無いのは大阪
大学だけであるということは，アーカイブズ設
置を大きく後押ししたのであった。以下に，そ
れ以降の主要な動きを年表にまとめ，解説を加
えていくことにする。
2005 年 1 月 7 日　第 1回文書館（仮称）
設置検討ワーキングを開催。
2005 年 8 月 22 日　「文書館（仮称）設置
に関する第一次答申」を第 5回ワーキング
で了承→総合計画室に提出。文書館の設置
可の方針。
2006 年 2 月 10 日　「大阪大学文書館（仮
称）設置第二次答申」を第 9回ワーキング
で了承→総合計画室に提出。
2006 年 3 月 15 日　「大阪大学文書館（仮
称）設置第二次答申」を教育研究評議会で
報告。

16 阿部武司「大阪大学文書館設置準備室発刊に寄せて」
『大阪大学文書館設置準備室だより』第 1号，2007
年。
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3 月末　理事会が文書館設置準備室を平成
18 年度中に設置することを承認。
2006 年 7 月 1 日　「大阪大学文書館設置準
備室設置要項」施行により大阪大学文書館
設置準備室設置。阿部武司教授が室長に就
任。
2006 年 10 月 1 日　専任室員（講師 1，事
務補佐員 1）着任。準備室活動開始。
2007 年 11 月 1 日　事務補佐員 1着任（以
後事務補佐員 2名体制）。
2009 年 6 月 12 日　「大阪大学文書館（仮
称）設置構想」を第 18 回ワーキングで承
認。
2009 年 6 月 23 日　「大阪大学文書館（仮
称）設置構想」を総合計画室が承認。
2009 年 12 月 24 日　「大阪大学文書館（仮
称）設置構想」を理事懇談会で報告。
2011 年 4 月 1 日　箕面地区（154 ㎡）に移
転。嘱託職員（アッパークラス）1着任。
事務担当が企画推進課から嘱託職員に変
更。
2012 年 4 月 1 日　事務担当が総務企画部
総務課文書管理室になる。
2012 年 7 月 30 日　役員連絡会で平成 24
年 10 月 1 日付での大阪大学アーカイブズ
設置が決定される。
2012 年 9 月 19 日　「大阪大学アーカイブ
ズ規程」が教育研究評議会で承認される。
2012 年 10 月 1 日　「大阪大学アーカイブ
ズ規程」施行により大阪大学アーカイブズ
設置。
大阪大学アーカイブズは，当初，「文書館

（仮称）」という名称で検討されてきた。大学
アーカイブズの設置については，文書館（仮
称）設置検討ワーキングにおいて検討が進めら
れてきた。このワーキングは，将来構想や教育
研究組織の整備等について所掌する総合計画室
の下に置かれていた（室体制による大学運営は
2012 年度から廃止された）。ワーキングの設置

は，総合計画室長が役員連絡会に提起して認め
られた。ワーキングの委員は学内関係部局から
選出され（全部局の代表者ではない），2005 年
1 月の第 1回ワーキングで，阿部武司教授が鈴
木直総合計画室長から主査に指名された。以後
このワーキングで主要な大学アーカイブズの視
察も行いつつ，大阪大学においてアーカイブズ
を設置することの可否や設置する場合の目的
等について検討がなされた。そして，2005 年
8 月の第 5回ワーキングにおいて，「大阪大学
に関する重要な文書の収集・整理・保管・公開
を目的とする文書館的機能を有する組織を大阪
大学内にできるだけ早く設置する必要がある。」
を主な内容とする「文書館（仮称）設置に関す
る第一次答申」が承認され，総合計画室に提出
された。この答申によって，文書館（仮称）を
設置することを前提として議論を進めることに
なった。そして，文書館を設置するにあたって
まず文書館設置準備室を設置することを主な内
容とする「大阪大学文書館（仮称）設置第二次
答申」 17 がワーキング，総合計画室会議で承認
され，その後教育研究評議会で報告された（議
事ではない）。そして，理事会が文書館設置準
備室を設置することを認めたのであった。
こうして，2006 年 7 月 1 日に「大阪大学文

書館設置準備室設置要項」が施行され，文書館
設置準備室（以下，「準備室」と略記）が設置
された。室長には，ワーキング主査の阿部武司
教授が就任した。準備室が活動を開始したの
は，専任室員が着任した 10 月 1 日からである。
準備室が設置されたとはいえ，文書館（仮

称）の設置時期，場所，スタッフ構成等につい
ては全く未定の状態で，文書館（仮称）の目
的・使命等についてもさらなる議論が必要で
あった。それらについては，準備室で原案を作
成し，ワーキングにおいて審議を行っていっ

17 『阪大NOW』No.89，2006年。http://www.osaka-u.ac.jp/ja/
academics/facilities/ed_support/archives_room/publications/
koho2
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た。その結果，成案となったのが「大阪大学文
書館（仮称）設置構想」（以下，「設置構想」と
略記）である。これは，3回のワーキングで審
議されたが，2009 年 6 月のワーキングで承認
され，その後総合計画室において一部修正のう
え承認された。そして阿部室長が理事懇談会に
おいて設置構想について説明した。なお，理事
懇談会は理事会の前に自由な意見交換を行うこ
とを目的とする「懇談会」であり，議事録は作
成されない。「設置構想」は理事懇談会止まり
であり，理事会や役員会にかけられてはいな
い。
設置構想を取りまとめたものの，その後事
態は進展しなかった。その最大の要因は文書
館（アーカイブズ）としての場所を確保するこ
とができなかったためであるが，それのみなら
ず，アーカイブズの必要性についてもたびたび
疑問が呈せられ，議論が蒸し返されることも
あった。大学（特に国立大学）における意思形
成のあり方の問題がここに現われている。
準備室は 2011 年度から箕面地区管理棟 1階

の 3室（154 ㎡）に移転し，2012 年度からは一
定の書庫スペースが確保されるとともに，事務
担当が新に設置された本部事務機構総務企画部
総務課文書管理室になった。文書管理室につい
ては後述するが，これにより文書館（仮称）の
事務担当も決定した。こうして文書館（仮称）
設置は具体的スケジュールに乗るようになっ
た。この間の担当役員等との折衝過程で，文書
館という館レベルの組織ではなく室レベルの組
織とされた。そして，教育研究組織でなく管理
運営組織として設置し 18，「国立大学法人大阪大
学（以下「本法人」という。）及び本法人が設置
する大阪大学（以下「本学」という。）の基本と
なる組織に関し，必要な事項を定め」ることを
目的とした「大阪大学組織規程」に規定する
組織とはしない，名称は文書館ではなくアー

18 他の国立大学アーカイブズは教育研究組織である。

カイブズとされることになった。これらを踏
まえて，2012 年 7 月 30 日の役員連絡会で同年
10 月 1 日付での大阪大学アーカイブズ設置が
決定され，9月 19 日の教育研究評議会で「大
阪大学アーカイブズ規程」が承認され，同規程
が 10 月 1 日付で施行されて，大阪大学アーカ
イブズが正式に発足したのであった。大阪大学
アーカイブズの設置根拠は「大阪大学アーカイ
ブズ規程」であり，同規程は，規程集上，「国
立大学法人大阪大学法人文書管理規程」となら
んで「第 2章　管理運営」に配置されている。

3．3　大阪大学アーカイブズの目的
大阪大学アーカイブズ設置にあたっての基本
となる文章は先述した「大阪大学文書館（仮
称）設置構想」である。ここでは，文書館（仮
称）の設置目的として，以下の 4点をあげてい
る。
①大学史編纂などのため資料整備を進め，
大学史をはじめ広い意味での歴史研究を支
援すること。
②大学の歴史や理念を明らかにすることに
より，教員・職員・学生に対しては，当該
大学に在籍することの意義を認識させ（ア
イデンティティの確立），社会に対しては，
大学の活動の軌跡をアピールすること，総
じて大学広報の窓口の 1つとして機能する
こと。その際，博物館・図書館など（大阪
大学の場合，懐徳堂・適塾の両記念会，21
世紀懐徳堂，中之島センターも含まれる）
と連携することも重要になる。
③組織記録を適切に保存し，公的機関とし
て過去の事象についても将来にわたって
社会に対する説明責任（アカウンタビリ
ティ）を果たすこと。
④文書廃棄やそれに伴う文書収納スペース
の削減を推進することによって，文書管理
の効率化を進め，事務合理化を推進するこ
と。
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このなかでも，①②より③④を重視している。
そのため，中核となる業務は，保存期間が満了
した法人文書のうち歴史資料として重要なもの
を評価選別して移管を受け，整理・保存・公開
することである。「機関アーカイブズ」として
の機能を中核に据えているのである。
この構想を作成するにあたっては，先行する
国立大学アーカイブズの設置にあたって作成さ
れた文書を大いに参考にした。新たな大学アー
カイブズの目的を提示したわけではない。
なお，「設置構想」がワーキングおよび総合

計画室会議で承認された後に公文書管理法が公
布・施行され，大学アーカイブズをめぐる社会
状況は大きく変化したが，大阪大学においては
「設置構想」を変更したり，新たな構想を取り
まとめたりすることは行わなかった。これは，
情報公開法に対応して構想された大学アーカイ
ブズはすでに「機関アーカイブズ」としての機
能を中心としており，公文書管理法にも対応す
る論理を有していたことを示している。

3．4　大阪大学アーカイブズの概要
大阪大学アーカイブズは，当面（2012 年度

まで），「本学における法人文書の適切な管理の
ための調査研究及び本学の歴史に関する資料の
適切な管理を行うことにより，本学の円滑な管
理運営に資するとともに，教育，研究，社会貢
献に寄与することを目的と」（大阪大学アーカ
イブズ規程第 2条）し，以下の 3つの業務を
行っていた（同規程第 3条） 19。

19 2013 年度からは国立公文書館等として内閣総理大臣
の指定を受け，所蔵資料の一般公開を行っている。
そのため，2013 年 4 月 1 日施行で「大阪大学アーカ
イブズ規程」を以下のように改正した。

 第 2条　アーカイブズは，公文書等の管理に関する
法律（平成 21 年法律第 66 号。以下「法」という。）
に基づく特定歴史公文書等及び本学の歴史に関す
る資料の適切な管理を行い，本学の教職員及び学
生並びに一般の利用に供することにより，本学の
円滑な管理運営に資するとともに，教育，研究，
社会貢献に寄与することを目的とする。

 　（業務）

（1） 公文書等の管理に関する法律（平成 21
年法律第 66 号）に基づく公文書等の整理，
保存，公開に関する調査研究

（2） 本学の歴史に関する資料の収集，整理，
保存及び調査研究

（3） 前 2号に掲げるもののほか，前条の目
的を達成するために必要な業務

これらの業務を行うため，大阪大学アーカイブ
ズには，法人文書資料部門と大学史資料部門の
二つの部門が置かれている。
スタッフとしては，室長（教授兼任），専任

教員（准教授）1，兼任教員 12 で，事務担当
は本部事務機構総務企画部総務課文書管理室で
ある。アーカイブズの円滑な運営を図るため
に，アーカイブズ運営委員会が置かれている。
専任准教授 1名は大学留保ポストで，任期付き
である。所属はアーカイブズであり，特定部局
に所属しているわけではない。兼任教員は，歴
史学，法律学，情報学を専門とする教員が務め
ている。先述したように，大阪大学アーカイブ
ズは管理運営組織であるが，教員組織を有して
おり，教育研究活動も行っている。
大阪大学アーカイブズは，箕面キャンパス管
理棟（798 ㎡）に置かれている。箕面キャンパ
スは旧大阪外国語大学のキャンパスであり 20，
管理棟は大阪外大の本部棟として使用されてい
た建物である。
大阪大学アーカイブズ設置に先だって，準備
室は 2011 年度から箕面キャンパスの管理棟内
の 3室（154 ㎡）に移転していた。箕面キャン

 第 3条　アーカイブズは，前条の目的を達成するた
め，次の各号に掲げる業務を行う。

 （1）�　法に基づく特定歴史公文書等の整理，保存，
公開及び調査研究

 （2）�　法に基づく歴史公文書等の保管，評価選別，
移管及び調査研究

 （3）�　本学の歴史に関する資料の収集，整理，保
存，公開及び調査研究

 （4）�　前 3号に掲げるもののほか，前条の目的を達
成するために必要な業務

20 大阪大学と大阪外国語大学は 2007 年 10 月に統合し
た。
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パスへの移転により，わずかではあるが専用の
資料保存スペースを確保することができた。既
存の集密書架を利用することができたのは幸運
であった。そして，2011 年 4 月 1 日付で，嘱
託職員（アッパークラス）1名が着任した。嘱
託職員は停年後の再雇用職員であり，アッパー
クラスは事務長レベルの権限を有している。嘱
託職員の着任により，準備室の事務は嘱託職員
が担当することになり，企画推進課は関与しな
いことになった。嘱託職員は本部で部長職を勤
めていた人物である。経験豊富な事務職員が専
任で仕事をするようになり，アーカイブズ設置
に向けたさまざまな事務手続きがスムーズに進
むようになった。
2012 年度からは，管理棟 798 ㎡を使用でき

ることになった。また，本部事務機構総務企画
部総務課文書管理室が文書館設置準備室の事務
を担当することになった。文書管理室のスタッ
フは，室長（総務課長兼任），室長代行（嘱託
職員），室長補佐，事務補佐員 2である。準備
室の嘱託職員・事務補佐員と情報公開業務等を
担当していた旧評価課課長補佐によって構成さ
れている。その職掌は，法人文書管理に関する
こと，情報公開に関すること，個人情報保護に
関すること，アーカイブズに関すること，の四
つで，アーカイブズ内に執務室がある。現用文
書管理を担う文書管理室とアーカイブズが一体
的に活動していることは注目されてよい。文書
管理室とアーカイブズとの協働により，文書管
理の改善が図られ，歴史公文書等のアーカイブ
ズへの移管がスムーズに行われることが期待さ
れる。大阪大学では，アーカイブズの前方（現
用文書管理）進出，現用文書管理のアーカイブ
ズへの関与を目指している。
大阪大学アーカイブズは，2013 年 4 月 1 日

付で，公文書管理法および同法施行令に基づい
て，大阪大学アーカイブズが「国立公文書館
等」として，大阪大学アーカイブズ大学史資料
部門が「歴史資料等保有施設」として内閣総理

大臣の指定を受けた。これにより本格的な大学
アーカイブズとしての活動が始まった。法人文
書の移管については 2013 年度から開始し，整
理・排架のうえ 2014 年度からは一般の利用に
供する予定である。文書館設置準備室時代以来
収集してきた歴史資料等（大阪大学五十年史編
纂資料，個人・団体からの寄贈文書や学内刊行
物等）について，2013 年度から一般の利用に
供している。
また，法人文書管理に関する研修会を文書管
理室とともに開催している。その他の日常業務
は先に報告した準備室段階 21 とほぼ同じである
が，2013 年 2 月 22 日～3月 9日に国立公文書
館所蔵資料展「国立公文書館が大阪大学にやっ
てきた」を大阪大学総合学術博物館待兼山修学
館において開催した 22。さらに2013年度後期か
ら専任教員によるアーカイブズ学教育（大学院
経済学研究科および経済学部で同時開講）を行
うことになっていることを付記しておく。

4．��今後国立大学で大学アーカイブズをつくる
には

これまで大阪大学におけるアーカイブズ設置
に向けての取り組みについて述べてきた。さま
ざまな困難があるのは事実だが，公文書管理法
が大阪大学においてアーカイブズ設置にあたっ
て，特にアーカイブズの必要性を主張するにあ
たっての追い風となったのは事実である。準備
室では，意図的に公文書管理法をそのように
使ってきた。

21 菅真城「ポスト年史編纂でない大学アーカイブズの
設立―大阪大学文書館スタートのために」（前掲）。

22 主催：国立公文書館，共催：大阪大学アーカイブズ・
大阪大学総合学術博物館，協力：大阪大学 21 世紀懐
徳堂。菅真城「『国立公文書館が大阪大学にやってき
た』を開催して」『アーカイブズ』第 50 号掲載予定，
参照。

 なお，大阪大学アーカイブズは展示施設は有してお
らず，展示は総合学術博物館をはじめとする学内施
設を借用して行う予定である。
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しかし，それは公文書管理法公布以前から
アーカイブズ設置について一定のコンセンサス
が得られていたから可能であった側面がある。
公文書管理法施行を受けて，急に大学アーカイ
ブズ設置を働きかけたのならば，違う展開に
なっていた可能性がある。また，大阪大学とい
う日本でも有数の大規模国立大学（旧帝大）で
あるから可能といえるかもしれない。大学アー
カイブズを国立大学が設置するにあたっては，
予算・建物・人員等のすべてを学内でまかなわ
なければならない。予算規模の小さい国立大学
においてより困難であることは，これまでの国
立大学アーカイブズの歴史が裏づけている。そ
れに加え，公文書管理法施行後は，法人文書の
移管を受けるには「国立公文書館等」の指定を
受けなければならなくなった。しかし，「国立
公文書館等」の指定を受けるには，施設面等で
の高いハードルがあり，予算措置もなされな
い。公文書管理法によって，国立大学が大学
アーカイブズを設置することはより一層困難に
なってしまったのである。
理想は，すべての国立大学が大学アーカイブ
ズを設置して「国立公文書館等」の指定を受け
ることである。それが公文書管理法の趣旨を全
うすることであるし，学問の府，良識の府とし
ての国立大学の責務である。大学としての見識
が問われているのである。大学として「腹をく
くる」必要がある。
しかし，すべての国立大学に「国立公文書館
等」を求めるのは，現状ではあまりに非現実的
である。本稿で紹介した大阪大学の取り組みが
参考になればよいが，やはり大阪大学は旧帝大
だからと言われる向きがあるかもしれない。国
立大学法人が「国立公文書館等」の指定を受け
る大学アーカイブズを設置しなくても，また，
保存期間が満了した法人文書をすべて廃棄して
も，公文書管理法に違反しているわけではな
い。しかし，だからといって，中小規模の国立
大学法人もただ手をこまねいているわけにはい

かない。すべての国立大学で今すぐできる措置
を考えておきたい。
公文書管理法第 2条第 5号第 3項で，「政令

で定める博物館その他の施設において，政令で
定めるところにより，歴史的若しくは文化的な
資料又は学術研究用の資料として特別の管理が
されているもの（前号に掲げるものを除く。） 」
は法人文書から除くとされている。政令で定め
る施設については，公文書管理法施行令第 5条
第 1項第 4号に「前三号に掲げるもののほか，
博物館，美術館，図書館その他これらに類する
施設であって，保有する歴史的若しくは文化的
な資料又は学術研究用の資料について次条の規
定による適切な管理を行うものとして内閣総理
大臣が指定したもの」と規定されている。これ
らはいわゆる「歴史資料等保有施設」である
が，すべての国立大学の図書館はこの指定を受
けている。歴史資料等保有施設には法人文書を
移管することができないという根本問題は存在
するが，大学アーカイブズ設置にあたっては，
まずは図書館が重要な役割を果たすものと思わ
れる。
法人文書の移管を受けることのできない大阪
大学文書館設置準備室および「国立公文書館
等」指定以前の大阪大学アーカイブズでは，法
人文書を補完する資料として学内刊行物の収集
に力を入れてきた。学内刊行物を大学アーカイ
ブズの重要な資料として位置づけているのは，
既存の国立大学アーカイブズすべてに共通して
いる。京都大学，東北大学，九州大学等では，
学内刊行物を刊行した際には大学アーカイブズ
に送付することが規則で定められている。一例
として，「京都大学大学文書館への法人文書等
の移管等に関する要項」の規定をみておく。大
学アーカイブズへの第一歩として，まずはこれ
らの刊行物を集めるのである。
第 7　第 3及び第 6に定めるもののほか，
京都大学において次の各号に掲げる印刷
物を作成したときは，作成者は，一部を
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大学文書館へ送付するものとする。
（1） 年史，沿革史，略史その他の歴史書
（2） 規程集
（3） 広報誌（紙）その他の定期刊行物
（4） 職員録，電話番号表その他の名簿，目
録

（5） 履修案内，シラバスその他の修学資料
（6） 大学概覧，入学案内その他の広報刊行
物

（7） 自己点検・評価報告書その他の教育
研究活動に関する報告書（学術研究論文
集，紀要を除く。）

（8） 調査統計報告書その他の行政資料
（9） その他京都大学の歴史に係る資料とし
て館長が指定したもの

印刷刊行物がアーカイブズにとって重要な資料
であることは，大学のみならず自治体において
も同様である。戸島昭は公文書を〈本尊〉に，
行政資料を〈脇侍〉にたとえたうえで，〈脇侍〉
である行政資料を残すことも文書館の責務で，
行政資料の集積が文書館設置に向けての第一歩
であることを以下のように指摘している。
ナマの公文書を引継・保存する文書館制度
を確立していない小規模の市町村にあって
も，印刷刊行した行政資料を，一部ずつ
でも取り出して，別置することは容易であ
る。とりあえず，既設の図書館や資料館な
どでも，これらの収集は可能であろう。そ
の蓄積の連続が，やがて文書館の設立を必
要とする，有力な基盤となるはずである。
（中略）
文書館作りの第一歩は，このような行政資
料の収集で実績を積むことから，簡単に始
められる 23。

戸島が小規模市町村においても「脇侍〈行政資
料〉を固めよう」と提言したのと同様に，小規

23 戸島昭「地方自治体の記録をどう残すか―文書館へ
のステップアップ―」『日本のアーカイブズ論』岩田
書院，2003 年，初出 1993 年。

模国立大学においても，まず学内刊行物を意図
的に収集・保存するのである。学内刊行物は消
耗品として扱われがちで，意図して集めないと
散逸するものである。なかには図書館で所蔵さ
れているものもあるが，これらはたまたま図書
館の蔵書となっただけで，学内刊行物が体系的
に集められているわけではない。このようなこ
れまでのあり方を改め，図書館が学内刊行物を
意識的に網羅的に収集すればよいのである。学
内刊行物は無料で配付されるものであるから，
資料収集にあたって図書購入費が必要になるこ
とはない。整理も図書館的手法で可能であり
（NDC分類よりは出所による分類の方が適して
いるであろうが），図書館のルールに則って公
開することも可能である（禁帯出の措置をとる
必要があるかもしれないが）。図書館の専門機
能と図書館職員の専門業務によって，図書館に
負担をかけることなく，大学アーカイブズの基
礎は築けるのである。
次に，これまでの大学史編纂で用いられた資
料を整理し直し，公開できるようにすることで
ある。大阪大学文書館設置準備室で最初に行っ
た業務は，50 年史編纂資料の再整理であった。
これまでほぼすべての大学で大学史は編纂され
てきたが，編纂事業は時限的で，編纂完了後は
その資料は事務局や図書館等の倉庫に退蔵され
ている場合がほとんどであろう。これを利用可
能な状態にすれば，将来の大学アーカイブズの
資料の一つの核を形成することになる。この整
理には，学内刊行物に比して専門的な知識が必
要になり時間もかかるであろうが，非常勤職員
を充てることで可能である。大阪大学において
50 年史編纂資料の再整理を行うにあたっては，
まず筆者が整理の方針を立てたが，実際に資料
整理を担当したのは事務補佐員である。歴史学
やアーカイブズ学の素養が無くても，指示さえ
きちんと行えば資料整理はできる。教育学や歴
史学を専門とする大学院生がいる大学では，彼
／彼女らを非常勤職員として雇用しても構わな
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い。資料を整理し目録化すれば，資料散逸の危
険性は格段に低下する。そして，整理済資料
は，図書館で図書館職員によって公開すればい
いのである。
学内刊行物と大学史編纂資料を図書館で管理
すれば，大学アーカイブズへの第一歩はどの大
学でも比較的容易に踏み出すことができる。し
かし，図書館では〈本尊〉である公文書（法人
文書）の移管を受けることはできない。法人文
書についても一定の対策を立てておく必要があ
る。
保存期間が満了した法人文書の措置は，移
管，廃棄，保存期間の延長のいずれかである。
このうち，国立大学法人から国立公文書館への
移管はまず考えられないから，残るは廃棄か保
存期間の延長のいずれかである。恐いのは保存
期間が満了した法人文書が機械的に廃棄される
ことである。歴史資料として重要な法人文書が
廃棄されては，将来の大学アーカイブズ設置が
困難になるばかりか，大学としてそのあゆみを
検証できなくなってしまい，国民（納税者）へ
の説明責任も果たせない。そのため，法人文書
の保存期間を延長する必要がある。行政文書の
場合，保存期間を延長するにあたっては内閣総
理大臣に報告する必要がある。法人文書の保存
期間延長にあたっては，延長したファイル数を
内閣総理大臣へ報告する必要はあるが，大学自
らの判断で比較的容易に行うことができる。事
実，内閣府・文部科学省ともに，保存期間を延
長することを推奨している。しかし，保存期間
の延長ではその時々の担当者の判断に委ねるこ
とになり，文書廃棄の危機がなくなるわけでは
ない。そのため，やはり法人文書管理規則にお
いて廃棄を止める必要がある。すなわち，保存
期間に「永久」「無期限」「大学年史編纂に必要
な期間が終了するまで」 24 等を導入して，その

24 「大学年史編纂に必要な期間が終了するまで」の保存
期間は，北海道大学において導入されている。北海
道大学における法人文書管理については，菅真城「公

類型の法人文書は廃棄できないようにすれば
よいのである。どのような法人文書を「永久」
「無期限」とするかは困難な問題ではあるが，
ひとまず「国立公文書館等」を有する大学の法
人文書管理規則を参考にすればよい。少なくと
も管理・運営に関する法人文書は押さえておき
たい。
図書館で学内刊行物の収集・整理・保存・公
開を行い，大学史編纂資料を整理・保存・公開
する。そして，歴史的に重要な法人文書の廃棄
を止める。こうして，将来大学アーカイブズが
設置された際の中核資料を集積する。法人文書
をいつまでも現用文書として持ち続けることの
問題は残るが，「国立公文書館等」の要件を緩
和する必要があるとの意見は多い 25。体力（資
料）を蓄え，来るべき大学アーカイブズ設置に
備えるのである。

5．おわりに

本稿では，まずこれまでの国立大学アーカイ
ブズの歴史を振り返り，その歴史の流れのなか
に大阪大学におけるアーカイブズ設置の動きを
位置づけ，大阪大学の取り組みを紹介してきた。
大阪大学は旧帝大であり，大阪大学での実践が
すべての国立大学において実現できるものでは
ないかもしれないが，今後大学アーカイブズを
設置するにあたって幾ばくかの参考になれば幸
甚である。また，旧帝大でなくても，国立大学
アーカイブズ設置のために今すぐできることの
提言を行った。最後の提言は，国立大学を対象
としたものであるが，学内刊行物の収集と大学
史編纂資料の整理は，私立大学においても大学

文書管理法への国立大学法人の対応と課題」（前掲），
参照。

25 公文書管理法附則第 13 条には，「政府は，この法律
の施行後 5年を目途として，この法律の施行状況を
勘案しつつ，行政文書及び法人文書の範囲その他の
事項について検討を加え，必要があると認めるとき
は，その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと
する。」と規定されている。
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アーカイブズ設置の第一歩として有効である。
私立大学においては，学内事務文書の移管を
受ける「機関アーカイブズ」たることには困難
があるとよく耳にする。しかし，公文書管理法
の規制を受ける国立大学と違い，私立大学は大
学アーカイブズを設置し「機関アーカイブズ」
機能を果たさせると自学で決定すれば可能なの
である。公文書管理法の精神は，私立大学にお
いてこそ実現しやすい。
本稿は国立大学に限定した議論をしてしまっ
たが，これからの日本の大学アーカイブズ全体

の発展を考えるうえでは，国立・公立・私立と
いう設置主体の違いをことさらに意識する必要
はなかろう。各大学には固有の事情，個性があ
り，それを無視して大学アーカイブズを設置し
て機能させることには無理がある。しかし，大
学という組織のなかに設置されるアーカイブズ
であるからには，「機関アーカイブズ」を抜き
には考えられない。差違・個性と共通性のバラ
ンスを取りつつ，すべての大学に大学アーカイ
ブズが設置されることを願って擱筆することと
する。

Road to Establishment the Archives Sections in the National Universities : 
A Case of Osaka University

Masaki Kan

In this paper, I looked back upon the history of the archives sections in the National Universities. The 
archives sections in the National Universities have been established by editing the historiography of a 
university as an opportunity. When Act on Access to Information Held by Administrative Organs was 
proclaimed in 2001, the archives sections in the National Universities strengthened the character of 
institutional archives. The representation is the Kyoto University Archives. When Public Records and 
Archives Management Act was proclaimed in 2011, the archives sections in the National Universities 
became indispensable that they are institutional archives.

　Based on the above, I introduced the trend to the establishment of Osaka University Archives.

　Finally, I proposed the policy for establishment the archives sections from now on.


